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　妊婦、とくに妊娠初期の女性が風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんが、耳が聞こ
えにくい、目が見えにくい、生まれつき心臓に病気があるなど「先天性風しん症候群」と
いう病気にかかってしまうことがあります。
　予防のためには、妊娠する可能性のある女性は事前に予防接種を受けておくことが大切
です。また、配偶者の方も風しんを発症しないよう注意しておく必要があります。
　日高町では、妊娠を希望している女性と、妊婦または妊娠を希望する女性の配偶者への
風しん予防接種または麻しん・風しん混合予防接種の費用を助成します。

対象者
　日高町に住所を有する方で、以下の事項に該当する方
　●19歳～ 49歳の妊娠を希望している女性
　　接種を希望する方は、妊娠していない時期に接種し、
　　接種後２か月間は妊娠を避けることが必要です。
　●妊婦または妊娠を希望する女性の配偶者
　　事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。
助成方法
　●助成券の発行による助成
　　子育て福祉健康課へ申請して無料接種券・予診票の交付を受けてください。
　　次に、医療機関に予約し、それらを持参して接種を受けてください。
　　申請に必要なもの：母子健康手帳（妊婦の夫）
　●償還払いによる助成
　　無料接種券なしに接種した場合、後日接種費用をお支払いします。
　　必要書類をご持参の上、子育て福祉健康課へ費用の償還を申請してください。
　　申請に必要なもの：領収書、接種済証、振込先の通帳、母子健康手帳（妊婦の夫）
助成期間
　令和６年３月31日まで

風しん予防接種の費用を助成します

　テレビや室外機の音、楽器の演奏音等、私たちは日常生活を
送る上で様々な「生活音」を出しています。
　同じ音でも、これらの「生活音」を不快に感じる方がいれば、
その音は「生活騒音」となります。
　一般家庭から発生する生活騒音には法的な規制値はありませ
ん。生活騒音を防ぐには、周囲への気配りが大切です。
　生活騒音に関する問題は誰でも加害者にも被害者にもなり得
ます。生活音について、今一度見直してみましょう。

【お問い合わせ先】　子育て福祉健康課（TEL：６３・３８０１）

生活騒音について
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支給対象　０歳から15歳（中学校修了前）までのお子さまを養育されている方に支給します。

支  給  月　６月、10月、２月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

届出が必要なとき
　●お子さまが増えた、もしくは減った
　●住所や氏名が変わった
　●養育されている方が公務員になった、もしくは公務員でなくなった
　●振込口座が変わった

現況届の提出は原則不要です
　離婚協議中の方等は現況届の提出が必要です。
　対象の方には、６月上旬に日高町から提出の案内をお送りします。

所得上限額について
　所得上限額以上の所得のある方には児童手当が支給されません。
　モデルケースで４人家族の年収が1,200万円相当以上の方です。

支給額

養育されている方の所得が

所得制限以下の場合（月額） 所得制限を超える場合（月額）

養
育
さ
れ
て
い
る

お
子
さ
ま
が

０～３歳未満 15,000円 5,000円

※所得上限額を超えた
場合は支給されません。

３歳～
小学校修了前

第１子・第２子　10,000円
第３子以降　　　15,000円

中学校 10,000円

※詳しくは町HPにも掲載しています。
　（http://www.town.wakayama-hidaka.lg.jp/docs/2014090500515/）

児童手当制度はご存知ですか？

　昭和37年４月２日から昭和54年４月１日生まれの男性は、令和７年３月31日までに限り、
風しんの抗体検査を無料で受けることができます。
　風しんの抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方は、無料で予防接種を受けることが
できます。
　対象となる方にはクーポン券を郵送しております。

【お問い合わせ先】　子育て福祉健康課（TEL：６３・３８０１）

【お問い合わせ先】　子育て福祉健康課（TEL：６３・３８０１）

風しん抗体検査・予防接種について
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